
1 （特別支援教育課） 

件  名 

県立特別支援学校医療的ケア体制充実事業について 

 

提出理由  

 医療的ケア児への適切な支援を行い、全ての児童生徒がその意欲や能力に応じ

て力を発揮できる教育環境の実現のために実施している事業について、別紙のと

おり報告します。 

 

概  要  

１ 特別支援学校における医療的ケアとは 

 

２ 医療的ケア実施体制整備の必要性 

３ 医療的ケア実施体制とその充実に向けた取組 

  

４ 現状・課題と今後の対応 

  

報告事項 
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１ 特別支援学校における医療的ケアとは 

  医療的な支援を必要とする幼児児童生徒に対して、学習環境を確保するため

に実施する日常的な手当 

 ⑴ 医療的ケアの内容 

   人工呼吸器による呼吸管理、たんの吸引、その他の医療行為（経管栄養、 

  酸素療法、導尿など）  

 ⑵ 医療的ケア児    

   医療的ケアが日常的に必要な幼児児童生徒 

 ⑶ 医療的ケアを行う者 

  ・ 看護教員（看護師資格を有する教諭・助教諭) 

  ・ 非常勤看護師 

  ・ 担当教員（認定特定行為業務従事者＊の資格を有する医療的ケアを担当

する教員） 

  ・ 保護者 

 

  ＊ 認定特定行為業務従事者 

     必要な研修を受講し認定を受け、たんの吸引等の医療的ケアを行うことが可能な者 
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 ⑷ 埼玉県の医療的ケア児を取り巻く現状 

  ・ 特別支援学校に通う医療的ケア児数（令和５年４月時点） 

 

 

 

 

 

 

  ・ スクールバス以外の通学支援が必要な医療的ケア児の割合 
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２ 医療的ケア実施体制整備の必要性 

 ⑴ 法律の制定  

  ア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 

   （令和３年９月１８日施行） 

     医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加することなど背景に、医療 

    的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資す 

    ること、安心して子供を生み、育てることができる社会の実現に寄与す 

    ることを目的として成立 

  イ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について 

   （令和３年９月１７日文部科学省通知） 

   ・ 医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充のため、学校における医 

    療的ケアの対応の在り方などを示したガイドラインの策定や、教育関係 

    者に加えて医療関係機関、保護者、医師等から構成される会議体を設置 

    することを通して総括的な管理体制を整備する。 

   ・ 保護者の付添いの協力を得ることについては、真に必要と考える場合 

    に限るよう努める。 

 



5 

 ⑵ 法律を踏まえた県の取組 

  法律の趣旨を踏まえ、既存のガイドラインの改定や新たなガイドラインの

策定のほか、医療的ケア運営協議会で医療的ケア実施体制等について協議を

行っている。 

  ア ガイドラインの策定・改定 

   ・ 埼玉県立特別支援学校医療的ケア実施ガイドライン（平成１７年４月 

    策定、令和５年４月改定）※必要に応じて随時見直しを図る。 

    ◆医療的ケアの内容、教育委員会と学校の役割、医療的ケア実施者等を 

    整理 

   ・ 人工呼吸器を装着して県立特別支援学校に通学する幼児児童生徒の対 

    応についてのガイドライン（令和５年４月策定） 

    ◆学校における人工呼吸器管理の基本的な考え方、確認事項、手続の流 

    れ、緊急時の対応などを整理 

  イ 医療的ケア運営協議会の設置（平成１８年４月設置） 

   ・ 医療的ケア実施体制、各学校の課題等の整理、各ガイドラインの見直 

    しなどを協議（構成員：医師、保護者、特別支援学校、知事部局関係課等） 
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３ 医療的ケア実施体制とその充実に向けた取組 

 ⑴ 本県における医療的ケア実施体制 
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⑵ 令和５年度の取組 

  ア 通学支援 

    医療的ケア児は安全上の理由からスクールバスに乗車できず、多くは保 

   護者が送迎している。 

    そこで、医療的ケア児の送迎を行う保護者の心身及び経済的負担を軽減

するため、保護者の代わりに、医療的ケア児の通学に看護師が付き添う場

合の人件費を、県が負担する取組を開始した。 

 

    ◆利用した保護者からの意見 

     ・ 医療的ケア児以外の子の授業参観や保護者会などに参加しやすくなった。 

     ・  家事などに時間を使えるようになる。また、仕事をすることも検討でき

る。 

      ・  子供の自立心がつくのがうれしい。 

     ・  タクシーと看護師をそれぞれ探し、それぞれと調整することが負担であ 

る。 

    ◆１６名の保護者が利用（令和６年１月３１日時点） 
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  イ 医療的ケア業務の一部外部委託 

    看護教員等の急な休暇等によって、医療的ケア児が教室で授業を受けら 

   れない状況や、保護者へ急な付添いを依頼している状況の改善を目指す。 

    モデル事業として越谷特別支援学校での医療的ケアの一部を (一社)埼玉 

   県訪問看護ステーション協会に委託する。 

     

   ◆越谷市内の３事業所が、給食の時間帯を中心に医療的ケアを実施 

 

 

 

 

  

事業実施前の課題  

休暇 

 看護教員等が不在の場合、校内体制の変更や保護者の急な

付添いが生じることがある。 

事業実施による効果  

休暇 

事業所に看護師の派遣を依頼しているため、予定していた看護

師が急きょ不在となった場合でも、事業所から代替の看護師を

派遣してもらうことで、医療的ケアの実施体制は変わらない。 

委託看護師 

代替 
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４ 現状・課題と今後の対応 

 ⑴ 通学支援 

現状 保護者が自ら福祉タクシー等事業者と訪問看護事業所（看護師）

を探し、スケジュール調整を行っている。 

課題 保護者の利便性向上につながる方策の実施 

対応策 医療関係者、福祉タクシー事業者、特別支援学校長、保護者から

なる連絡協議会において、保護者の役割を代行できる地域の相談

機関との連携や、その他の保護者負担軽減策について協議する。 

  

 ⑵ 医療的ケア業務の一部外部委託 

現状 一般に、訪問看護事業所は小規模な事業所が多く、複数の事業所

の協力が必要であるが、地域によって訪問看護事業所数に偏りが

ある。 

課題 訪問看護事業所への地域を越えた事業参加の働きかけ 

対応策 地域や（一社）埼玉県訪問看護ステーション協会の運営ブロック

ごとに行われている事業所の連絡会に参加し、地域を越えての事

業協力について協議する。  


